◇境界確認申請書等の記載方法及び注意事項◇

申請人　

申請書に土地の所有者名を記名してください。（所有者が死亡している場合は相続人）
　　　・共有者、相続人が多数になる場合は、原則全員の所有者名を記入
　　・未成年者、成年被後見人等は、本人の記名及び法定代理人の記名
・土地家屋調査士等に委託する場合は、代理人欄に代理者の記名
１．申請地の所在
確認を希望する土地を記入
２．申請の目的
　登記関係（分筆・地積更正等）、売買、建築物造成、開発等の理由を記入
３．市有地の所在及び種類
市の名義、管理地の所在地を記入
４．その他
　　　特記することがある場合は記入
５．添付書類

（1）位置図…申請地を朱線で明示
（2）～（5）
法務局の公図をコピーし、赤道（赤色）・水路（青色）を明示、公図が複数枚に渡る場合は集合図を作成。申請地所有者名、隣接地等境界確認関係者の所有者名を記入（全部事項証明等で確認）
（6）地積測量図…申請地、隣接地等で法務局に備え付けの登記済地図がある場合添付
（7）委任状…境界立会を土地家屋調査士や親族等に委任する場合に提出
（8）写真…申請地と市有地の状況が分かる写真を添付
（9）その他…過去に立会した記録や実測図等があれば添付
境界確認関係者…下図１、２、４、６と赤道の所有者（市）及び管理者（自治会、水利組合等）
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境界立会
　　　申請書提出日から原則３週間以降の日で立会日を決定します。隣接地所有者や自治会長等、立会関係者への立会日の連絡は申請者が行う。
境界確認書（境界を確定する契約書）
境界確認書には境界確認した位置を図化した境界確定図を添付して提出してください。（確認書に所有者の署名と押印、添付図面に割印）１部は市が保管します。
申請地の所有者は署名と押印、印鑑登録証明書が必要（共有者、相続人が多数になる場合は、所有者全員の署名と押印、印鑑登録証明書が必要）、隣接地は所有者の署名と認印が必要
また、全部事項証明書権利部の住所が現住所と異なる場合は、確認ができる住民票、戸籍の附票等が必要となります。
〔連絡先：松阪市役所　地籍用地課　℡0598-53-4145〕
